
「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明

当会は，現在，法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以下「法制審部
会」という）で審議されている「新たな訴訟手続」の新設に反対する。
理由は次のとおりである。

１ 法制審部会は，２０２１年（令和３年）２月に発表した民事裁判のＩＴ化に
関する中間試案において，現行の訴訟制度とは別に，訴訟の審理期間を６か月
に制限する「新たな訴訟手続」の新設を提案した。中間試案は，甲案，乙案の
２つの制度案と，いずれの制度も新設しないとする丙案を示した。
これに対して，日本弁護士連合会は，「甲案に反対する。乙案は，そのままで

あれば賛成できない。」とする同年３月１８日付「『民事訴訟法（ＩＴ化関係）
等の改正に関する中間試案』に対する意見書（以下「日弁連意見書」という）を
提出し，当会もこれに賛成していた。
その後，法制審部会事務局は，同年１０月１５日に部会に対して新たな制度

案（以下「本制度案」という）を提案し，現在，この案が審議されている。本
制度案も，従前の甲案，乙案と同様に審理期間を限定するもので，双方当事者
が新たな訴訟手続の申述（又は同意）をして裁判所が決定をしたときは，そこ
から６か月（裁判所はそれより短い期間の指定もできる）で結審するという制
度である。

２ 本制度案には次のような重大な問題がある。
⑴ 第１に，制度の必要性（立法事実）が全く明らかになっていないことであ
る。
日弁連意見書において指摘しているとおり，通常の訴訟手続に対し特則を

設けて憲法第３２条の「裁判を受ける権利」の要請を具体化した訴訟当事者
の訴訟上の権能について一定の制約を課するのであれば，立法事実を精査し
て，新たな訴訟手続の規律を設けることが本当に必要であるかを検討する必
要がある。
しかるに，法制審部会においては，このような立法事実の精査や新たな規律

を設ける必要性の検討が十分になされているとは言い難い。
この点，法制審部会は，一応，「検討の必要性等」として，判決までの期

間についての当事者の予測可能性を高めることや手続の迅速な進行など
を挙げている。
しかし，本制度案は，一方当事者の意向で審理途中での通常訴訟への

移行申立や判決に対する異議申立を認めているため，期間の予測可能性
が高まるとはとうていいえないし，これらの申立が実際になされてしま
うとかえって訴訟の迅速化に反する可能性もあるのであり，目的達成の
ための制度として十分な検討を経ているとは思えない。
また，本制度案によらずとも，当事者双方が期間の予測可能性を高め

て迅速な進行をしたいとの共通の意向を有しているのであれば，現行法
制度のもとでも，裁判所とともに審理を計画的に行うことにより目的は
十分に達成可能であり，わざわざ本制度案を提案する必要性も感じられ
ない。

⑵ 第２に，本制度案には，現実に当事者の権利が侵害される危険性が存在する
ことである。
本制度案は，弁護士が訴訟代理人に付いていないいわゆる本人訴訟におい

ても，この手続の利用を認めている。
しかし，日弁連意見書においても指摘されているとおり，訴訟の知識，経験

がない本人が，訴訟に関する専門知識を持つ弁護士の関与なしに，当事者の権
利を守りながら，時宜に応じて適切な手続選択を行い，また，適切な審理計画
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を立てることは困難である。
なお，本制度案は，消費者問題に関する事件と個別労働事件は対象外とし

ているが，情報・証拠や資力などに格差があるのはこれらの事件だけではない
ことから，２つの類型だけを除外しても，この制度が持つ根本的な問題と危険
性の懸念は解消しない。

３ そもそも，この新たな訴訟手続の提案は、今回の法制審への諮問にある「近
年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応」とは全く無
関係であるから，他のＩＴ化に関する論点と同時に拙速な議論をする必要性は
全くない。
憲法上の権利の制限に関わる重要な問題を含む新たな訴訟手続をどうしても導

入しようとするのであれば，別に機会を設け，広く利用者の意見を求めて制度の
必要性（立法事実）を明確にするとともに，諸外国の制度調査や法学上の検討，
議論を通じて，十分に審議をするべきである。

４ 以上の理由から，当会は，法制審部会の新たな訴訟手続の新設の提案に反対す
る。

以上
令和３年１２月１日

大分県弁護士会
会長 渡 辺 耕 太
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